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発行：社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 鹿屋市ボランティアセンター 
〒893-0009鹿屋市大手町 1番 1号リナシティかのや 2階福祉プラザ内 
TEL：0994-44-2244   FAX：0994-44-7757 

HP：http://www.kanoyasyakyou.jp   MAIL:info@kanoyasyakyou.jp 

収集ボランティアを行っています 

本会では、ペットボトルキャップやプルタブ等を収集いただいたものを預かり、

NPO等の社会貢献活動へ寄付しています。 
 

 

【令和２年度ご協力いただいた皆様】 
西原小学校様 和光キッズクラブ様 エムコーポレーション様 大手町郵便局様 

つくしんぼ様 ゆーとぴあ様 エバーステーション様 笠之原町考える人の会様 

白崎デイサークル様 鹿屋農業高校様 更生保護女性会様 JA かごしま肝属女性部様 

串良商業高校様 風呂井会計事務所様 特別養護老人ホーム鹿屋長寿園様  

輝北中学校様 鹿屋東中学校様 新樹楽園様 久永ボデー様 なのはな会様 

ドリーム鹿屋様 その他個人のみなさま 

社協ボラセン通信   

第１１号 

令和３年３月２６日発行 

車いす等の貸し出しを行っています 

福祉機器のリサイクルを行っています 

  市民の皆様から使わなくなった福祉機器を無料で提
供していただき必要とされる方に 

無料でお譲りしています。 

  ●提供していただきたいもの 
 ・車いす 

 ・特殊寝台（電動ベッド，ギャッヂベッド）     

  ＊1）  ＊2） 

  ●譲渡ができる人は市内に居住し、障がい、 

  高齢、疾病等により福祉機器を必要とする方 

＊1）良好な使用状態にあるもので、職員が機器の 
   状態を確認のうえ、台帳に登録します。 

＊2）譲り受ける人が見つかるまでの期間、機器の 

   保管は提供してくださる方にお願いします。 
  
●申込方法など詳しいことは、お問合せください。  

 

・足腰の弱い方が旅行等で必要な場合 

・ケガ等により一時的に必要な場合 

・介護保険認定までのつなぎとして 

＊貸出期間は１ヶ月以内です。 

＊介護保険を利用されている方は介護保険のレン

タルをお願いします。 

 
  

 教材用としての貸出し用具  

●車イス  ●高齢者疑似体験セット   

●アイマスク・白杖  

●妊婦体験セット  

 
 
☎ 詳しくは，ボランティアセンター
に問合せ下さい。 
  
   

鹿屋市 

社会福祉協議会 

リサイクル業社 

 へ売却 

売却益をワクチン

寄付団体へ寄付 

    認定 NPO 法人   

   世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV） 
持込む前に確認‼ 

・キャップは水、お茶、ジュース等の清涼飲
料水のフタに限ります。なお金属製・ボトル
洗剤・調味料のキャップは回収できません。 
 
・汚れたキャップは軽く洗い乾かしてから
お持ちください 
 
・透明袋か段ボールに入れて持ち込みをお
願いします 

 UNISEF（ユニセフ）と連携して世界の工

場でワクチンが作られます。冷凍のまま支援

国へ届けられ、ワクチン保管センターで保管

後各地の予防接種会場で子ども達へ接種さ

れます 

 

例えばどんなときに借りられるの？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿屋市社会福祉協議会では、視覚・聴覚に障がいのある方とのコミュニケーション方法

を学ぶ４つの講習会を開催しています。みなさん、ぜひ参加してみませんか？ 

手話奉仕員養成【基礎】 
令和３年 6 月 1１日（金）スタート！ 

毎週金曜日 全 30 回 

19:00～21:00（２時間） 定員 30名 

要約筆記奉仕員養成 

要約筆記は聞こえない人、聞こえづらい人

へ、必要としている情報や、その場の内容を

書いて伝えます。文字を介して 

コミュニケーションのお手伝 

いをしてみませんか？ 

令和３年 6 月８日（火）スタート！ 

毎月 2・4火曜日 全 11回 

13:00～16:00（3時間） 定員 10名 

点訳奉仕員養成 

街中で見かける点字。なんて書いてあるか気

になったことありませんか？点字は生活の

中にたくさんあります。点字を 

読み書きできるようチャレンジ 

してみませんか？ 

令和３年 6 月 17 日（水）スタート！ 

毎週水曜日 全 20 回 

13:00～15:00（２時間） 定員 10名 

音声訳奉仕員養成 

目の不自由な人に本や広報誌などの情報を

音声にして伝えるコミュニケーション手段

について学びます。 

声のボランティアをしてみ 

ませんか？ 

令和３年 6 月 18 日（木）スタート！ 

毎月 1・3木曜日 全 10回 

13:30～15:30（２時間） 定員 20名 

鹿屋市社会福祉協議会では、児童・生徒のみなさんのボランティア活動のさらなる促進

と「福祉の心」を育み、心豊かな地域社会づくりにつながるよう「児童・生徒のふれあ

いボランティア活動事業」を推進しています。地域交流や清掃活動、施設訪問などのボ

ランティア活動に参加すると、ボランティア活動カードにスタンプをもらうことがで

きます。１０スタンプ貯まったら、『ボランティア活動認定証』を交付いたします。 

「私のふれあいボランティア活動カード」の利用方法 

① 社協でカードをもらう！ ② ボランティア活動をする！ ③ スタンプを押してもらう！ 

･･ 場 所 ･･ 
リナシティかのや 2階 

ボランティア室・情報研修室 等 

申込期日：令和３年５月１０日まで 

〇受講料・テキスト代⇒無料です 

〇高齢者元気度アップポイント事業のポイ

ント対象となります！！ 

 

手話は聴覚に障がいのある方の重要なコミュ

ニケーションツールです。聞こえない人の「こ

とば」である手話を学んでみませんか？ 

これまで又は他の地域で手話【入門】

の講座を受講修了された方が対象です 

【どんな活動がポイントになるの？】 

●学校外での活動となります 

・収集，募金活動 

・郷土芸能伝承（地域の踊りなど） 

・地域内の交流，清掃（海岸，地域内の清掃など） 

・地域行事への参加活動（十五夜行事，餅つきなど） 

・福祉施設のでのボランティア 

※30分以上の活動で１スタンプです 

活動例 

認定証を交付しました！！ 

吾平小学校  

横山 ゆきとさん 


